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ゼビオ株式会社による株式会社ゴルフパートナーの 

株式交換による完全子会社化に関する契約締結のお知らせ 
 

 

ゼビオ株式会社（以下、「ゼビオ」といいます。）と株式会社ゴルフパートナー（以下、「ゴルフパート

ナー」といいます。）は、本日開催の両社の取締役会において、ゼビオがゴルフパートナーを完全子会社と

する株式交換契約（以下、「本株式交換」といいます。）を行うことを決定し、株式交換契約書を締結いたし

ましたのでお知らせいたします。 

なお、ゴルフパートナーは、本株式交換の実施に伴い、東京証券取引所において上場廃止になる予定です。 

 

記 

 

１．株式交換による完全子会社化の目的 

ゼビオグループは、「スポーツの殿堂」をテーマに、お客様がスポーツへの夢や憧れやアウトドア 

フィールドを存分に体感できるエンターテイメント性の高い大型スポーツ専門店「スーパースポーツ 

ゼビオ」の全国展開とゴルフ専門店の「ヴィクトリアゴルフ」やアウトドア専門店の「エルブレス」 

の首都圏での展開によって、スポーツを愛する、すべてのお客様の支持をもとに質的な事業拡大をは 

かってまいりました。 

 その中でもゴルフ部門は、マーケットの大きさに加えて、女性の参加率上昇や中高年のプレイ頻度 

が向上しているなど、生涯スポーツとして、健康な心身や身体つくりのために需要増加傾向にあり、 

お客様の高い支持を頂いております。 

 この環境の下、ゼビオグループは、「全てのゴルファーにとって唯一の存在を目指す」という経営理 

念のもと、中古ゴルフクラブという新しいマーケットを創造し続けるゴルフパートナーを子会社化す 

ることを目的に、平成20 年9 月17 日から平成20 年10 月22 日まで、ゴルフパートナー株式及び 

新株予約権の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施いたしました。 

その結果、本公開買付けに対して多くの株主様にご賛同を頂き、ゼビオはゴルフパートナー株式 

39,363 株（発行済株式総数に対する所有割合95.47%）を保有することとなりました。これに伴い、ゴ

ルフパートナーは東京証券取引所が定める上場廃止基準に抵触する恐れが大きいため、ゴルフパート 

ナーの少数株主の利益を保護するとともに、今後のゼビオグループシナジーを円滑に進めるという観 

点からゴルフパートナーをゼビオの完全子会社とすることが最善の方法であると判断いたしました。 

 本株式交換の結果、効力発生日である平成21 年４ 月１日をもって、ゴルフパートナー はゼビオの

完全子会社となり、平成21 年３ 月26 日付で上場廃止（最終売買日は平成21 年３ 月25日）となる

予定です。 

上場廃止後は東京証券取引所において、ゴルフパートナーの株式を取引きすることは出来ません。 
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【上場廃止となる見込み及びその事由】 

ゼビオは平成20 年9 月17 日から平成20 年10 月22 日までの間、ゴルフパートナー株式及び、 

新株予約権の公開買付けを実施した結果、本公開買付けに対して多くの株主様にご賛同を頂き、ゼビ 

オはゴルフパートナー株式 39,363 株（発行済株式総数に対する所有割合 95.47%）を保有することと

なりました。これに伴い、ゴルフパートナーは東京証券取引所が定める上場廃止基準に抵触する恐れ

が大きいため、ゴルフパートナーの少数株主の利益を保護するとともに、今後のゼビオグループシナ

ジーを円滑に進めるという観点から、ゴルフパートナーをゼビオの完全子会社とすることが最善の方

法であると判断いたしました。 

本株式交換の結果、効力発生日である平成21 年４ 月１日をもって、ゴルフパートナー はゼビオの

完全子会社となり、平成21 年３ 月26 日付で上場廃止（最終売買日は平成21 年３ 月25日）となる

予定です。 

上場廃止後は東京証券取引所において、ゴルフパートナーの株式を取引きすることは出来ません。 

 

【公正性を担保するための措置】 

本株式交換の検討にあたって、ゼビオはゴルフパートナーの総株主の議決権の95.47％を保有してい

ることから、公正性を確保するため、両社はそれぞれ独立した第三者機関による株式交換比率の算定 

を行い、その算定結果の報告を受けました。両社は、かかる算定結果を参考に、交渉・協議を行い、 

その結果合意された株式交換比率により本株式交換を行うこととしました。 

なお、両社共に第三者機関より株式交換比率の公正性に関する意見（フェアネス・オピニオン）は 

取得しておりません。 

 

【利益相反を回避するための措置】 

ゴルフパートナーの取締役又は監査役を兼任しているゼビオの取締役又は監査役はおりません。 

ゼビオ取締役会は、本株式交換を行うことにつき、２名の社外取締役を含めた出席取締役の全員一致 

で決議いたしました。 

加えて社外監査役２名を含めた監査役からも、ゼビオ取締役会が本株式交換を行うことを決議する 

ことに異議がない旨の意見を述べております。 

 

 

２．株式交換の要旨 

（１）株式交換の日程 

株 式 交 換 決 議 取 締 役 会 平成21年２月９日（月） 

株 式 交 換 契 約 締 結 平成21年２月９日（月） 

上場廃止日（株式会社ｺﾞﾙﾌﾊﾟｰﾄﾅｰ） 平成21年３月26日（木）（予定） 

株式交換の予定日（効力発生日） 平成21年４月１日（水）（予定） 

（注1） 本株式交換は、会社法第796条３項の規定に基づき、ゼビオについては簡易株式交換の手続きによ

り、株主総会の承認を得ないで行う予定です。 

（注2） 同様、会社法第784条１項の規定に基づき、ゴルフパートナーについては略式株式交換の手続きに

より、株主総会の承認を得ないで行う予定です。 

 

（２）株式交換に係る割当ての内容 

会社名 
ゼビオ株式会社 

（株式交換完全親会社） 
株式会社ゴルフパートナー 

（株式交換完全子会社） 

株式交換に係る 

割 当 て の 内 容 
1 100.00 

（注１）ゴルフパートナーの株式１株に対して、ゼビオの自己株式100株を割当て交付いたします。 
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（注２）株式交換により割当て交付する自己株式の数については、ゴルフパートナーによる自己株式 

の消却等の理由により今後修正される可能性があります。 

（注３）単元未満株式の取扱い 

本株式交換にともない、ゼビオの単元未満株式を所有することとなるゴルフパートナー 

株主においても、株式数に応じて本株式交換の効力発生日以降の日を基準日とするゼビオ 

の配当金を受領する権利を有することになりますが、取引所市場において単元未満株式を 

売却することはできません。ゼビオの単元未満株式を所有することとなる株主においては、 

ゼビオの株式に関する以下の制度をご利用いただくことができます。 

    ・単元未満株式の買増制度（100株への買増し） 

      株主が所有することとなるゼビオの単元未満株式とあわせて１単元となるよう、ゼビオ 

の株式を売り渡すことを請求できる制度です。 

    ・単元未満株式の買取制度 

      会社法第192条第1項の規定に基づき、ゼビオに対し、自己の有する単元未満株式を買 

い取ることを請求することができる制度です。 

 

 

（３）株式交換に係る割当ての内容の算定根拠等 

 

① 算定の基礎 

本株式交換に用いられる株式交換比率の算定の公正性を期すため、ゼビオは株式会社三井住友銀

行（以下、「三井住友銀行」といいます。）を、ゴルフパートナーは株式会社プルータス・コンサル

ティング（以下、「プルータス」といいます。）を、株式交換比率の算定に関するそれぞれの第三者

算定機関として任命し、それぞれ株式交換比率の算定を依頼いたしました。 

ゼビオ及びゴルフパートナーは、各第三者算定機関による算定結果を踏まえ、両社株式がともに 

上場されていること、本公開買付けにおける株券の買付け等の価格が170,731 円であったこと、少 

数株主保護及び株主平等の原則等を総合的に勘案し、交渉及び協議を重ねた結果、平成21 年２ 月 

９日に開催された両社の取締役会において、本株式交換における株式交換比率を合意・決定し、同 

日、両社間で株式交換契約書を締結いたしました。なお、この株式交換比率は、算定の基礎となる 

諸条件について重大な変更が生じた場合、両社間の協議により変更されることがあります。 

 

② 算定の経緯 

（a） 第三者算定機関からの「株式交換比率算定書」の取得について 

ゼビオ及びゴルフパートナーは、株式交換比率の公平性を担保するために、それぞれ第三 

者算定機関である三井住友銀行及びプルータスに株式交換比率のレンジの算定を依頼し、そ 

れぞれ「株式交換比率算定書」を取得しております。 

（b） 第三者機関による算定結果、算定方法及び算定根拠 

三井住友銀行は、ゼビオについては、ⅰ 市場株価平均法、ⅱ 三井住友銀行が妥当性を確認 

し、シナジー効果を勘案したゼビオに関する将来の収益予測及び、事業投資等の計画に基づ 

いたDCF法を用いてゼビオの普通株式における価値分析を行いました。 

三井住友銀行が、それぞれの手法を用いて分析したゼビオ及び、ゴルフパートナーの普通 

株式１株あたりの価値の範囲は以下の通りです。 

 

ゼビオ 

株式価値評価方法 

ゴルフパートナー 

株式価値評価方法 

交換比率 

算定結果 

市場株価平均法 公開買付価格 １ ： 91.15 ～ 106.97 

DCF法 公開買付価格 １ ： 68.98 ～ 101.08 

 

ⅰ 市場株価平均法では、平成21年２月５日を基準日として、東京証券取引所におけるゼビ 
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オ普通株式の、過去、第３四半期決算短信発表後、公開買付開始公告後、１ヶ月、３ヶ月 

６ヶ月の終値の平均を元に、１株あたりの普通株式の価値の範囲を1,596円から1,873円 

までと分析いたしました。 

ⅱ DCF法では、ゼビオの将来の収益予測や事業投資等の計画の諸要素を前提とし、ゼビオが

将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュフローを一定の割引率で現在価値に割り引 

いて株式価値を分析し、１株あたりの普通株式の価値の範囲を1,689円から2,475円まで 

と分析いたしました。 

 

 一方、三井住友銀行は、ゴルフパートナー株式の株式価値算定にあたっては、以下に記す

事項等を総合的に勘案し、公開買付価格に関する分析時点での想定・評価を超えてゴルフ

パートナー株式価値に影響を及ぼす特段の事実はないものと判断し、ゴルフパートナー株式

価値は、公開買付価格と同一の170,731円といたしました。 

 

・ 平成20年9月16日から平成20年10月22日までの期間に実施した公開買付から今回

の算定期間が比較的短いこと。 

・ 公開買付の買付価格の算定の基礎とされていなかった、ゴルフパートナーの財産状態 

または経営状態に重大な影響を及ぼす事象が生じてないこと。 

・ 公開買付の買付価格の算定を行った時点以降において、ゴルフパートナーの財産状態

または経営成績に重大な影響を及ぼす事象が生じてないこと。 

・ ゴルフパートナーの普通株式の市場株価動向。 

 

プルータスはゼビオ及び、ゴルフパートナーのそれぞれについて、ⅰ 市場株価平均法、 

ⅱ 妥当性のあるゼビオ及び、ゴルフパートナーに関する将来の収益予測及び事業投資等の計 

画に基づいたDCF法を用いてゼビオ及び、ゴルフパートナーの普通株式における価値分析を 

行いました。プルータスが、それぞれの手法を用いて分析したゼビオ及び、ゴルフパート 

ナーの普通株式１株あたりの価値の範囲は以下の通りです。 

 

評価方法 ゼビオ ゴルフパートナー 

市場株価平均法 １ 89.69 ～ 100.13 

DCF法 １ 70.90 ～ 101.61 

 

ⅰ 市場株価平均法では、ゼビオ、ゴルフパートナー共に平成21年２月６日を基準日と 

して、東京証券取引所におけるゼビオ及び、ゴルフパートナーの普通株式の、当日にお 

ける終値及び、過去１ヶ月、３ヶ月の終値の平均を元に、１株あたりの普通株式の価値 

の範囲を、ゼビオは1,538円から1,771円まで、ゴルフパートナーは154,000円から 

158,847円までと分析いたしました。 

ⅱ DCF法では、ゼビオ及び、ゴルフパートナーの各社の将来の収益予測や事業投資等の計

画の諸要素を前提とし、各社が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュフローを 

一定の割引率で現在価値に割り引いて株式価値を分析し、１株あたりの普通株式の価値 

の範囲を、ゼビオは1,904円から2,397円まで、ゴルフパートナーは169,949円から 

193,497円までと分析いたしました。 

 

（c） 株式交換比率の決定経緯について 

ゼビオは三井住友銀行による株式交換比率の算定結果を参考に、ゴルフパートナーはプル 

ータスによる株式交換比率の算定結果を参考に、またそれぞれ両社の財務状況、業績動向等 

を勘案し、両社協議を重ねました結果、最終的に上記の株式交換比率が妥当であること及び 

両社の株主の利益を損ねるものではないとの判断に至り、合意いたしました。 
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③ 算定機関との関係 

算定機関である三井住友銀行は、ゼビオの関連当事者には該当いたしません。また、プルータス 

はゴルフパートナーの関連当事者には該当いたしません。 

 

（４）株式交換完全子会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

 

３．株式交換当事会社の概要 

 

（１） 商 号 ゼビオ株式会社 株式会社ゴルフパートナー 

 

（２） 

 

事 業 内 容 

スポーツ用品・用具、紳士、婦

人、子供服の販売。 

ゴルフ用品の買取り・販売（直営

事業、フランチャイズ事業）。 

（３） 設 立 年 月 日 昭和48年７月５日 平成11年６月30日 

（４） 本 店 所 在 地 福島県郡山市 東京都中央区 

（５） 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 

諸橋 友良 

代表取締役社長 

石田 純哉 

（６） 資 本 金 15,935百万円 673百万円 

（７） 発 行 済 株 式 数 47,911,023株 41,232株 

（８） 純 資 産 89,501百万円（連結） 1,276百万円（単体） 

（９） 総 資 産 150,230百万円（連結） 4,568百万円（単体） 

（10） 決 算 期 ３月31日 ５月31日 

（11） 従 業 員 数 1,410名（連結） 211名（単体） 

 

（12） 

 

主 要 取 引 先 

アディダスジャパン(株) 

ナイキジャパン(株) 

ブリヂストンスポーツ(株) 

(株)ダンロップスポーツ 

(株)アシックス 

その他 

朝日ゴルフ用品(株) 

(株)千代田 

キャロウェイゴルフ(株) 

(株)ゴルフプラザセブンツー 

(株)ブリヂストンスポーツ東日本 

その他 

 

（13） 

 

大株主及び持株比率 

(有)サンビック      17.2％

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社(信託口)     9.7％

(財)諸橋近代美術館    9.4％

(有)ティー・ティー・シー 8.6％

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社(信託口)          6.5％

ゼビオ株式会社      95.4％ 

三菱ＵＦＪ証券株式会社   1.7％ 

クレディスイスインターナショナ

ル（常任代理人シティバンク銀行

株式会社）               0.5％ 

ユービーエスエイジーロンドンア

ジアエクイティーズ（常任代理人

ＵＢＳ証券会社）         0.2％ 

丹治正人                 0.2％ 

（14） 主 要 取 引 銀 行 

(株)みずほ銀行 

(株)三井住友銀行 

(株)三菱東京UFJ銀行 

(株)福島銀行 

(株)三井住友銀行 

(株)三菱東京UFJ銀行 

(株)三菱UFJ信託銀行 
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資 本 関 係

 

 

ゼビオは、ゴルフパートナーの発行済株式総数の 

95.47％を保有いたしております。 

（平成21 年２月９日現在） 

 

 

人 的 関 係

 

 

該当事項はありません。 

 

 

取 引 関 係

 

 

該当事項はありません。 
（15） 当事会社間の関係等 

 

関連当事者へ

 

の 該 当 状 況

 

平成20 年９月17日から平成20 年10月22日まで 

の間、ゼビオがゴルフパートナー株式の公開買付けを 

実施した結果、ゴルフパートナーはゼビオの平成21  

年３月期から連結子会社になります。 

（16） 最近３年間の業績 
 

 

 

 ゼビオ株式会社（完全親会社） 

（連結） 

株式会社ゴルフパートナー 

（完全子会社）（単体） 

決 算 期 
平成18年

３月期 

平成19年

３月期 

平成20年

３月期 

平成18年

５月期 

平成19年

５月期 

平成20年

５月期 

売 上 高 121,048 132,227 144,515 8,561 9,848 11,488

営 業 利 益 10,239 10,167 11,253 294 403 328

経 常 利 益 11,112 11,495 12,637 255 306 328

当 期 純 利 益 6,996 7,288 8,342 10 143 175

１株当たり当期純利益（円） 228.18 159.13 182.11 274.20 3,776.03 4,274.63

１ 株 当 た り 配 当 金 （ 円 ） 30.00 30.00 30.00 － － －

１ 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） 2,387.14 1,716.02 1,864.17 17,786.24 24,482.99 28,720.86

（単位：百万円） 

（注）（11）のゼビオ従業員数は、平成20年10月30日付で子会社となったゴルフパートナーの従業員を含 

む従業員数です。 
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４．株式交換後の状況 

（１） 商 号 ゼビオ株式会社 

 

 

（２） 

 

 

事 業 内 容 

スポーツ用品・用具、紳士、婦人、子供服の販売。 

（３） 本 店 所 在 地 福島県郡山市朝日三丁目7番35号 

（４） 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長 

諸橋 友良 

（５） 資 本 金 15,935百万円 

（６） 純 資 産 89,501百万円（連結・平成20年12月31日現在） 

（７） 総 資 産 150,230百万円（連結・平成20年12月31日現在） 

（８） 決 算 期 ３月31日 

（９）会計処理の概要 

企業統合の会計上の分類は少数株主との取引に該当する見込みです。 

また、本株式交換により、のれんが発生する見込みであります。こののれんについては15年間で 

均等償却いたします。 

 

（10）今後の見通し 

ゼビオの平成21 年３月期の連結業績に与える影響につきましては軽微であります。 

また、来年度業績計画につきましては、現在精査中であり、５月中旬に予定しております決算発表 

の中で開示いたします。 

 

 

 

 

以 上 


